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担任以外の補助の保育士
も必ず目を通している

行っている

〇

〇

入所児にとってもっともふさわしい生活の場になるよう努力
している。

評　　価　　基　　準

記入日

自己評価チェックリスト（施設）
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評価項目ごと
の評価結果
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〇

〇

〇

〇

〇

十分理解している（十分できている）

理解している（できている）

評　　価　　基　　準
評
価
方
法

努力が必要

常に考え、努力している

苦情解決の仕組みに関する要綱が制定されていることを認識
している。

総　合　所　見

① ②

〇

〇

〇

〇

健康診断の結果について、保護者や職員に伝達している。

登園時や保育中の子どもの健康管理は、マニュアルなどがあ
り子ども一人一人の健康状態に応じて実施している。

　２．健康管理・食事

一人一人の子どもの発達状況、保育目標、生活状況について
話し合うためのケース会議を定期的かつ必要に応じて開催し
ている。

一人一人の子どもの発達状況、保育目標、生活状況について
の記録があり、それぞれの子どもに関係する全職員に周知さ
れている。

〇

個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情に対し、
その解決を図るよう努めている。

子どもの人権に十分配慮し、子ども一人一人の人格を尊重し
て保育を行っている。

家庭や地域との連携を図りながら、入所児の保護者及び地域
の子育て家庭に対する支援を行っている。

マニュアルや国の方針に基
づき、子どもや職員の健康
管理には気を付けている

月1回の職員会議や、必要に
応じて会議の時間を設け、
話し合いを行っている

〇

〇

〇

〇

〇

指導計画の評価を定期的に行い、その結果に基づき、指導計
画を改定している。

保育計画が、保育の基本方針に基づき、さらに地域の実態や
保護者の意向等を考慮して作成されている。

　１．発達援助の基本

Ⅰ　子どもの発達援助

必要な情報公開の体制がとられていることを理解している。

自己判断で回答せず責任者への報告をし、解決のための話し
合いができる。

第三者委員が設置され、適正な苦情処理がなされることを認
識している。 〇

〇

〇

〇

〇

〇



毎月の給食会議で
伝えあっている

玄関掲示板や口頭など
で、すぐに知らせている

感染症予防の１つに換気は
とても重要なことを職員に
も伝え、対応している

普段の給食でもベランダで食べ
たり、環境の工夫も取り入れて
いきたいと思っている

一人ひとりに合わせた
働きかけを行っている

寝具の共有はしないで、必
要な物は各家庭にお願いし
て用意してもらっている

保育中の子どもへの言葉か
けは、声が大きくなりすぎ
ないよう気を配っている

玄関掲示板や口頭ですぐに
知らせ、協力などを呼びか
けている

家庭との連携を密にし、
除去食を行っている

今年度できなかった事は
引き続き取り入れていき
たいと思う

夏に保育室に購入した置き型
タイプのエアコンは、効果が
あったと感じている

保護者に記入して頂く
嗜好調査票は大変参考に
なる

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

保護者との連携を密に
し、除去食を行っている

〇

〇

〇

〇

〇
乳児保育のための環境が整備され、保育の内容や方法に配慮
がみられる。

子どもの発達段階に即した玩具や遊具が用意されている。

〇

〇

〇

〇

養護と教育は、子どもの生活や遊びを通して相互に関係を持
ちながら、総合的に展開されることを理解している。

　４．保育内容

屋外での活動の場が確保されている。

音楽や保育者の声など、音に配慮している。

季節に合わせて装飾の工夫がされている。

玩具や砂場の消毒、園庭の危険物の排除や固定遊具の点検な
どを常に行っている。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

寝具の清潔に心がけている。

手洗い場、トイレは保育中も時折清掃し、不快な臭いがない
ようにしている。

各部屋の採光、温度、湿度、換気に配慮している。

子どもたちが心地よく過ごすことのできる環境を整備してい
る。

　３．保育環境

嗜好調査や喫食状況に基づき食事内容を改善している。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

子どもの負担になるほどに、残さず食べることを強制したり
偏食を正そうと叱ったりしていない。

食器の材質や形などに配慮している。

食事を楽しむことができる工夫をしている。

担当保育士だけでなく、栄養士、調理師や家庭と子どもの状
態を伝え合い、より良い食事ができる協力体制をつくってい
る。

日々の献立を保護者に示すとともに、必要に応じて、子ども
の喫食状況を保護者に知らせている。

アレルギー疾患をもつ子どもの状況に応じて適切な対応を
行っている。

〇
感染症への対応については、マニュアルがあり、発生に際し
ては、その状況を必要に応じて保護者に連絡している。 〇



常に職員間の連携を大切に
し対応するよう心掛けてい
る

大変喜んで協力してくれる
事もあり、地域の方との交
流を嬉しく思う

疑いを感じた・見られた時
は児童相談所等に通報する
体制が取られている

今年度は、長年にわたり活動
に参加している事が表彰され
嬉しく思う

いつでも個人面談等がで
きる体制である

毎年担当の保育士を決め、
市の健診などに参加してい
る

年長児の交流会はあるが、
他の行事でも交流してみた
い

季節の交通安全啓発運動
に参加している。

中学生との交流もあり、
子ども達に良い体験に
なっていると感じる

実習担当者は主任保育士
としている

地域の方からの利用は
まだない

市の生活福祉課や児童相
談所と連携している

〇

〇

　１．基本方針

Ⅳ　運営管理

実習生を受け入れるに当たっては、受け入れの意義や方針が
全職員に理解され、実習担当者も決められている。 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

　２．実習

中高生などの保育体験を受け入れるに当たり、受け入れの意
義や方針が全職員に理解され、受け入れの担当者も決められ
ている。

近隣の人々に保育について理解を得たり、協力を依頼するな
どの配慮をしている。

民生児童委員や自治会等の地域団体と連携した取り組みを
行っている。

小学校との間で、小学生と園児とが互いに行事等で交流する
機会を設けている。

〇

〇

〇

〇

育児相談などに際して、児童相談所などの専門機関に相談や
連携ができる体制になっている。

子どもの健康状況について、医療機関などに相談や連携がで
きる体制になっている。

保育所の役割を果たすために必要な地域の関係機関などの情
報を収集し、それを職員が共有している。

　１．地域の住民や関係機関・団体との連携

Ⅲ　地域の住民や関係機関等との連携

地域の母子保健活動と連携した取り組みを行っている。

〇

〇

〇

〇

電話や来園などによる子育て相談を行っている。

育児相談など地域の子育て家庭を対象とする子育て支援のた
めの取り組みを行っている。

　３．地域の子育て支援

虐待を受けていると疑われる子どもの保護者への対応につい
て児童相談所などの関係機関に照会、通告を行う体制が整っ
ている。

虐待を受けていると疑われる子どもの早期発見に努め、得ら
れた情報が速やかに園長まで届く体制になっている。

家庭の状況や保護者との情報交換の内容が必要に応じて記録
されている。

〇

〇
一人一人の保護者と、日常的な情報交換に加え、個別面談な
どを行っている。

Ⅱ　子育て支援

　１．入所児童の保護者の育児支援

適切な援助が行われるように職員全員で障害について理解
し、連携ができる体制を構築し、最善の環境をつくるよう配
慮できる。

〇

〇

〇

〇

〇



保護者代表の保護者会の中で
は意見など聞くことはできて
いるが、全保護者まではでき
ていないかと思う

今年度も本人が希望する内
容の研修を受けることが
できた

全職員に年に1度でな
く、何度も周知している

どうしたら見てもらえる
かを考えてはいる

全職員に絶対にそのよう
な事がないよう、周知し
ている

そのような活動はして
いない

ヒヤリハットの記録、その
後の対応策等を話し合い、
意識を高めている

職員会議で話し合ったり
研修や自主研修を
行っている

配布しているが活用され
ていない様子も伺え、悩
みどころではある

全ての保護者の意見を
聞くことはできていない
と思う

　２．組織運営

保育所保育指針の基本原則を踏まえ、保育所の実情に応じ創
意工夫を図り、保育所の質の向上に努めなければならないこ
とを理解している。

調理場、水周りなどの衛生管理は、マニュアルに基づいて適
切に実施されている。

事故防止のための具体的な取り組みを行っている。

事故や災害に適切に対応できるマニュアルがあり、全職員に
周知されている。

　５．安全・衛生管理

保育の実施に当たり、保護者から意見を聞くための取り組み
を行い、その意向に配慮している。

園外向けの掲示板やポスター等で、園の様子や行事などにつ
いて、地域の人に見てもらえるようにしている。

パンフレットや要覧等を園児の保護者以外にも配布してい
る。

園の掲示等による保護者への情報提供について、わかりやす
く伝える工夫がみられる。

園だより等を配布している。

保育所保育指針は厚生労働大臣告示であり、法令として守る
べき最低基準であることを理解している。

〇

✕

✕

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

情報提供に当たって、わかりやすく伝える工夫や配慮を行っ
ている。

　４．情報提供・保護者の意見の反映

保護者、入所児童、また職場に関しての秘密は絶対に他言し
ない。

　３．守秘義務の遵守

職員の研修ニーズを把握し、職員に適切な研修機会を確保し
ている。

保育の内容について、職員参加により、定期的に自己評価を
行っている。

保育の質の向上や改善のための取り組みを、職員参加により
行っている。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

✕

✕

✕

〇

〇

〇


